
仕様書 
 

１ 業務名 

  小学校水泳指導委託に係るバス運行業務 

 

２ 業務内容 

  福知山市温水プール（福知山市和久市町１５８番地）にて水泳授業を行う福知山市立小学校

児童および引率する教師の送迎業務であり、以下に例示するバスの運行とする。学校との詳細な

時間調整、乗降場所調整等にかかる諸費用については入札金額に含めることとする。 

 

３ 履行予定期間 

令和 7年 12 月 1 日から令和 8年 3月 10 日まで 

運行予定日については別に提示する水泳授業予定表による。 

 

４ 運行距離及び運行時間について 

学校・温水プール間の２往復の送迎、時間については学校ごとに設定する。 

  ①運行距離 

   ・出庫から帰庫までの回送を含めた距離とする。 

   ・1 運行の運行距離について、10 ㎞未満は 10 ㎞に切り上げる。 

  ②運行時間 

   ・出庫から帰庫までの回送を含めた時間とする。 

   ・出庫前・帰庫後の点呼及び点検時間として、1時間ずつ計2時間を1運行あたりに加算する。 

   ・1 運行の運行時間の端数については、30 分未満は切り捨て、30 分以上は 1 時間に切り上げ

る。 

５ 対象となる小学校と予定授業日数（ ※予定時間・運行距離予定数量は 1日 1台あたり。 ） 

  ・惇明小学校（福知山市字内記 21 番地）    １２日 

    1 日あたりの予定時間         ７時間 

    １日あたりの運行距離予定数量  １７㎞ 

  ・大正小学校（福知山市字堀 1148 番地）    １０日 

    1 日あたりの予定時間         ７時間 

    １日あたりの運行距離予定数量  ３０㎞ 

  ・修斉小学校（福知山市字半田 50 番地）    １２日 

    1 日あたりの予定時間         ７時間 

    １日あたりの運行距離予定数量  ２７㎞ 

                                             合計３４日 

６ 使用する車両 

   受注者により当日の児童および引率者員が補助席を含む座席に着席できる規模のバスを用意

すること。また、５０人乗り以上のバス２台による送迎を基本とするが、運行日により受注者が１台

で全員が着席した状態で送迎可能と判断した場合は１台での運行とする。 

７ 発注方法 

（１） 発注の約束 



受注者は契約後に教育総務課が提示する授業計画表に基づき水泳授業実施日に配車す

ることとする。  

（２） 中止について 

学校閉鎖・学年閉鎖・学級閉鎖等の様々な事由によって当初の授業実施日が延期となっ

た場合は、学校は直ちに受注者及び教育総務課に運行の中止を連絡することとする。その場

合、当該校及び教育総務課、受注者で協議を行い、契約期間内の代替日に配車を行うことと

する。 

（３） キャンセル料について 

バス利用の 24時間前以降から前日の１７時までに取り消しをした場合は当該バス運行日の

予定支払い料金の 30％に相当する額、前日１７時以降に取り消しをした場合は当該バス運行

日の予定支払い料金の 50％に相当する額を発注者が受託者に支払うこととする。ただし、天

災その他やむを得ない事由による場合には適用しない。 

 

８ 発注内容の変更 

    発注内容に変更が生じた場合、教育総務課は直ちに受注者に報告し、協議のうえ受注者は

可能な限り変更を認めるものとする。 

 

９ 料金の支払い 

   料金は 1月間ごとの月払いとする。 

   受注者は業務をおこなった月の初めから月末までの 1月間ごとに、当業務に係る「運行時間」、

「運行距離」を契約単価に乗じた額を委託料として請求する。また、キャンセル料が発生した場

合は、同月内の請求に含むこととする。 

   受注者は運行日、運行距離、運行時間が確認できる書類を請求と同時に提出すること。 

料金は請求日より３０日以内に支払うものとする。 

 

10 その他 

（１） 国土交通省が策定した「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」を

遵守すること。 

（２） 受注者の責任による運行中の事故については、すべて受注者が損害賠償の責を負わなけ

ればならない。 

（３） 天災その他やむを得ない事由による時間の遅延、運転中止についてはその責を問わない。 

（４） 受注者は、運転業務の実施に伴い事故等が生じた場合は、速やかにその旨を発注者に報

告し、発注者と協議の上で当該事故の処理を行うこととする。 

（５） 受注者は、運転業務の実施中に、受注者の責めに帰すべき理由により、発注者又は第三

者に損害を与えたときは、その損害賠償の責任を負う。賠償額については、発注者に損害を

与えたときは、発注者受注者協議の上、これを定め、第三者に損害を与えたときは、受注者と

第三者双方協議し決定するものとする。 

（６） この仕様書に定めのない事項が生じた場合は、発注者・受注者協議し、解決に努めるものと

する。 


